
北上市訓令第１号 

 

市長部局  

 

北上市営建設工事等指名業者選定委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

令和５年３月23日 

北上市長 髙 橋 敏 彦       

 

北上市営建設工事等指名業者選定委員会規程の一部を改正する訓令 

 

北上市営建設工事等指名業者選定委員会規程（平成３年北上市訓令第24号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事務

を所掌する。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 業務委託を指名競争入札に付する場合における入札予定

者の選定に関すること。 

 

 

(4)・(5) ［略］ 

 （審査） 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事務

を所掌する。 

(1)・(2) ［略］ 

(3) 工事に係る業務委託（測量業務、建築コンサルタント業

務、土木コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係

コンサルタント業務をいう。以下同じ。）を指名競争入札

に付する場合における入札予定者の選定に関すること。 

(4)・(5) ［略］ 

 （審査） 



附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

第４条 ［略］ 

２ 前項の規定により指名する場合並びに物品購入及び業務委

託の指名競争入札参加者を指名する場合においては、次の各

号に掲げる事項を勘案しなければならない。 

(1)～(7) ［略］ 

３ ［略］ 

第４条 ［略］ 

２ 前項の規定により指名する場合並びに物品購入及び工事に

係る業務委託の指名競争入札参加者を指名する場合において

は、次の各号に掲げる事項を勘案しなければならない。 

(1)～(7) ［略］ 

３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 


